豊岡市女性デジタル人材育成・就労支援業務委託仕様書

１　業務の目的
本市では、出産や育児等により離職した女性の就労支援に継続的に取り組みを進め、2018年度以降、短時間・少日数勤務の就業支援や、デジタルマーケティングセミナーなどを通じて、参加者の就職・転職・起業へ繋げてきた。
近年、業務自動化やデータ活用等の実務直結型スキルに対するニーズが高まっており、市内事業所においてもDX推進に資する人材の確保が急務となっている。
このような背景を踏まえ、本市としては、ライフイベント（出産・育児・介護等）により就労機会への制約が生じやすい女性を対象に、SAP社が提供する基幹業務システム(以下「SAP」という。)やロボティック・プロセス・オートメーション(以下「RPA」という。)等の実務的スキルを中心としたeラーニング研修を提供し、修了後の就労支援までを一貫して実施する。また、ビジネスマインドセットやビジネススキル、資金管理などの仕事に取り組む上で必要な非IT領域のトレーニングも含めた幅広いカリキュラムを提供し、修了者が柔軟な働き方や高い報酬水準の業務に従事できるよう支援をおこなう。
本事業を通じて、女性の所得向上、多様で柔軟な働き方の推進、市内企業の生産性向上を図るとともに、地域の雇用創出に貢献することを目的とする。

２　事業対象と定員
本事業の対象は、ライフイベント等により就労機会への制約が生じやすい女性を中心に、次の条件を満たす者とする。
⑴　求職、転職、スキル向上を志す市内在住の女性（特に柔軟な働き方を希望する者）
※定員は10名を上限とする。応募者数が定員を上回る場合に備え、10名の選定方法について、具体的な選考基準及び選考手順を提案すること。

３　委託業務の内容
⑴　研修プログラムの企画・実施
受託者は以下の要件を満たす研修プログラムを企画・実施すること。
ア　対象スキル例：SAP、RPA、その他業務効率化やDX推進に資するIT関連スキル
イ　上記アに加え、就労に必要な基礎的素養を養うプログラムを含めること。
例として以下を挙げる。
(ｱ)　ビジネスマインドセット（主体性・柔軟性・自己管理力など）
(ｲ)　ビジネススキル（コミュニケーション、課題解決、チームワークなど）
(ｳ)　その他働く上で必要な金融知識の習得を促す研修など
ウ　学習形態はeラーニングを基盤とし、対面研修を組み合わせること。対面研修ではグループ課題等を通じて受講者間のネットワーク形成を促す設計とすること。
エ　研修期間は概ね４か月程度とし、学習時間は一人当たり約150時間を目安とする。
オ　受講者同士の交流を促進するコミュニティ形成にも努めること。
⑵　就労支援
受託者は、修了者が希望する働き方に応じて、企業とのマッチングをはじめとした就労につながる支援を実施すること。特に、柔軟な働き方（在宅勤務、業務委託、フリーランス等）や高単価な就労を目指す参加者に対して、具体的な就労機会を提示できるよう、以下の取り組みを行うこと。
ア　自社の連携先企業や就労支援ネットワークを活用した求人紹介
イ　柔軟かつ高単価な業務への就労支援に関する体制・実績を活かしたマッチング支援
柔軟な働き方や高単価な就労への支援に関する知見や実績を有する事業者は、提案時にその内容を具体的に示すことが望ましい。
⑶　個別キャリア支援面談の実施
受講者が自身の働き方や将来の方向性について主体的に考えられるよう、研修期間中または修了後に個別のキャリア支援面談の機会を設けること。　　　　
キャリアコンサルタントの資格を有する者が面談(対面またはオンライン）を行い、課題の整理や希望するキャリアに関する面談を行うものとする。
　⑷　地域の雇用創出に向けた取り組み
修了者が市内事業所で就労し、地域の雇用創出に繋げる仕組みを提案すること。なお、市が豊岡市ワークイノベーション推進会議等の関連イベントにおいて、市内企業との交流の機会を設ける場合がある。受託者は当該機会を活用し、修了者の就労に資する取組や情報提供等を行うことができる。
【参考：豊岡市ワークイノベーション推進会議】
https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008794/1019245/1006585.html
⑸　広報・募集活動
参加者の募集にかかるランディングページ、チラシの作成を行うこと。また、InstagramやFacebook等のSNS媒体での広報を実施すること。また、本事業への申込みを検討している女性を対象とした説明会を開催すること。開催形式を含めて効果的な内容を提案すること。

４　付随業務
下記の業務も委託範囲に含むものとする。なお、下記以外の業務が発生する場合は、市と受託者において協議のうえ決定する。
⑴　業務全体のスケジュール提案（契約締結後に市と協議のうえ決定）
⑵　企画運営
ア　講師・スタッフ等の選定、依頼
イ　会場の手配
※推奨会場あり。機材環境等を考慮のうえ、必要に応じ代替会場の提案可
ウ　機器・教材・資料等の準備
⑶　受講者管理（進捗状況、受講者からの問い合わせ対応、連絡調整等）

５　契約期間
契約締結日から2027年３月10日まで

６　業務実施体制
受託者は、提案内容に即した適切な実施体制を整備し、業務管理・情報管理体制を明示すること。また、窓口担当者を明確にし、円滑な運営を図ること。

７　業務スケジュールの想定
　　６月23日（火）	業務の詳細、契約条件等協議
　　７月 １日（水）			委託契約締結
　　７月 ２日（木）　業務開始
　　７月中		募集準備
　　８月～９月	受講者募集・選考
　　10月～３月上旬		研修及び就労支援
　　2027年３月10日（水）	実績報告書提出

８　打合せ・進捗報告等
業務に必要な協議は、Web会議等（例：ZOOM）で行うこととする。

９　報告書の提出
⑴　契約期間中、毎月の評価・課題の報告書（レポート）を取りまとめ、翌月の定例ミーティングにおいて市に報告・提出すること。 
⑵　年間を通した業務全体の成果・課題の最終報告書を取りまとめ、2027年３月10日（水）までに市に提出する。最終報告書には次の内容を明記すること。
ア　事業の効果
イ　効果検証の概要
ウ　今後の課題
※⑴⑵いずれも提出形式は電子データ（Word、Excel、PDF、PowerPoint等）とする。

10　その他
成果物の納品先は、豊岡市くらし創造部多様性推進・ジェンダーギャップ対策課とする。
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